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税務訴訟資料 第２６０号－１６３（順号１１５１９） 

東京地方裁判所 平成●●年（○○）第●●号 更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求事

件 

国側当事者・国（渋谷税務署長） 

平成２２年９月２９日棄却・確定 

 

判 決 

原告         株式会社Ａ 

同代表者代表取締役  甲 

同訴訟代理人弁護士  西川 英樹 

被告         国 

同代表者法務大臣   柳田 稔 

処分行政庁      渋谷税務署長 

           小畠 安雄 

同指定代理人     磯村 建 

           馬田 茂喜 

           櫻井 光照 

           鵜澤 和義 

           田中 力 

 

主 文 

１ 原告の請求を棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

 

事実及び理由 

第１ 請求 

 渋谷税務署長が原告に対して平成２０年４月１６日付けでした原告の平成１８年１月１日から

同年１２月３１月までの事業年度の法人税に係る更正請求に対する更正をすべき理由がない旨の

通知処分を取り消す。 

第２ 事案の概要 

１ 事案の要旨等 

 本件は、平成１８年１月１日から同年１２月３１日までの事業年度に係る法人税の確定申告を

した原告が、同申告の確定申告書に受取配当等の益金不算入の規定（法人税法（原告が受けた配

当等の額のうち、同年５月１日前の日をその支払に係る基準日とするものについては、平成１８

年法律第１０号による改正前のもの、同日以後の日をその支払に係る基準日とするものについて

は、平成１９年法律第６号による改正前のもの。以下同じ。）２３条１項１号。以下「本件規定」

という。）の適用に必要な益金の額に算入されない配当等の額及びその計算明細の記載（同条６

項。以下「本件規定の適用に必要な記載」という。）をしなかったものの、本件規定の適用に必

要な記載がなかったことにつきやむを得ない事情（同条７項）があるとして、本件規定の適用を
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受けることを前提に、国税通則法２３条１項１号に基づく法人税の更正請求をしたところ、処分

行政庁から平成２０年４月１６日付けで更正すべき理由がない旨の通知処分（以下「本件処分」

という。）を受けたため、原告が確定申告を依頼していた税理士が本件規定の適用をしなかった

上に、国税庁も原告に対し本件規定を適用する余地を全く与えなかったことからすれば、原告に

は上記やむを得ない事情があるにもかかわらず、それを看過して行われた本件処分は違法である

などとして、本件処分の取消しを求める事案である。 

２ 関係法律の定め 

(1) 法人税法 

ア 内国法人が受ける利益の配当等の額のうち、連結法人株式等及び関係法人株式等のいずれ

にも該当しない株式等に係る配当等の額の１００分の５０に相当する金額は、その内国法人

の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない（本件規定（２３条１項１号））。 

イ 本件規定は、確定申告書に益金の額に算入されない配当等の額及びその計算に関する明細

の記載がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により益金の額に算

入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。（同条６項） 

ウ 税務署長は、本件規定により益金の額に算入されないこととなる金額の全部又は一部につ

き上記イの記載がない確定申告書の提出があった場合においても、その記載がなかったこと

についてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載がなかった金額につき本件規定

を適用することができる（同条７項）。 

(2) 国税通則法２３条１項１号 

 納税申告書を提出した者は、当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税

に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申

告書の提出により納付すべき税額が過大であるときには、当該申告書に係る国税の法定申告期

限から１年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正を

すべき旨の請求をすることができる。 

３ 前提事実（争いのない事実、顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認め

られる事実） 

(1) 原告 

 原告は、不動産貸付業等を目的とする株式会社である。 

(2) 原告の配当金の受領等 

 原告は、平成１４年３月１５日にＢ株式会社（以下「Ｂ」という。）の株式５１００株を購

入し、その後、毎年配当金を受領していた。（甲２、弁論の全趣旨） 

(3) 原告の確定申告等 

ア(ア) 原告は、平成１５年１月１日から同年１２月３１日までの事業年度（以下、「平成１

５事業年度」といい、他年度についても同様にいう。）、平成１６事業年度、平成１７事業

年度において、乙税理士（以下「乙税理士」という。）を代理人と定め、原告の法人税に

つき税理士法２条１項１号の税務代理を委任した。 

(イ) 原告は、平成１４事業年度ないし平成１７事業年度の法人税について乙税理士に依頼

して確定申告書を作成し、いずれも法定申告期限内に処分行政庁に提出した。 

(ウ) 原告の平成１５事業年度ないし平成１７事業年度の法人税の確定申告書には、原告が

Ｂの株式を有し、Ｂから配当を受けていることを前提とする記載があるが、本件規定の適
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用に必要な記載はない。 

イ(ア) 原告は、平成１８事業年度（以下「本件事業年度」ともいう。）において、乙税理士

を代理人と定め、原告の法人税につき税理士法２条１項１号の税務代理を委任した。 

(イ) 原告は、本件事業年度の法人税について乙税理士に依頼して確定申告書（以下「本件

申告書」という。）を作成し、法定申告期限内である平成１９年２月２１日に処分行政庁

に提出した（以下、本件申告書の提出による確定申告を「本件申告」という。）。 

(ウ) 本件申告書には、原告がＢの株式を有し、同社から配当を受けていることを前提とす

る記載があるが、本件規定の適用に必要な記載はない。 

ウ(ア) 原告は、平成１９事業年度において、丙公認会計士・税理士（以下「丙会計士」とい

う。）を代理人と定め、原告の法人税につき、税理士法２条１項１号の税務代理を委任し

た。 

(イ) 原告は、平成１９事業年度の法人税について丙会計士に依頼して確定申告書を作成し、

法定申告期限内に処分行政庁に提出した。 

エ 原告が、仮に平成１５事業年度ないし平成１８事業年度（以下「本件各事業年度」という。）

の法人税の確定申告書に本件規定の適用に必要な記載をしていたとすれば、本件規定が適用

された。 

(4) 原告による更正の請求 

 原告は、平成２０年２月２９日、処分行政庁に対し、本件事業年度の法人税に係る更正の請

求書を提出した（以下、この更正の請求書の提出による更正請求を「本件更正請求」という。）。 

(5) 本件処分及び本件訴えに至る経緯 

ア 処分行政庁は、平成２０年４月１６日、本件更正請求に対して更正をすべき理由がない旨

の通知処分（本件処分）をした。 

イ 原告は、平成２０年６月１２日、処分行政庁に対し、本件処分に対する異議申立て（以下

「本件異議申立て」という。）をしたが、処分行政庁は、同年９月１２日、本件異議申立て

を棄却する旨の決定（以下「本件異議決定」という。）をした。 

ウ 原告は、平成２０年１０月１０日、国税不服審判所長に対し、本件異議決定を経た本件処

分に対する審査請求（以下「本件審査請求」という。）をしたが、国税不服審判所長は、平

成２１年６月２日、本件審査請求を棄却する旨の裁決をした。 

エ 原告は、平成２１年１０月２６日、本件訴えを提起した。（顕著な事実） 

(6) 本件規定の適用に必要な記載に関する納税者への周知等について 

 平成１８年の法人税申告に際し、国税庁から各法人に送付され、原告も受領した「平成１８

年版法人税申告書の記載の手引」と題する冊子には、本件規定の適用に必要な記載を記載すべ

き確定申告書の別表八「受取配当等の益金不算入に関する明細書」（以下「別表８」という。）

について、その用途（法人が内国法人から受ける配当金等の額について本件規定等の適用を受

ける場合に使用する旨）、記載の手順、各欄の記載要領、根拠条文が記載されている。別表８

の用紙自体は国税庁から各法人に送付されていないが、国税庁のホームページ等から入手する

ことができる。（乙８、弁論の全趣旨） 

４ 争点 

 本件更正請求が国税通則法２３条１項１号所定の要件を満たすかどうかが問題となり、具体的

には、本件申告書に本件規定の適用に必要な記載がなかったことについてやむを得ない事情（同
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条７項）があると認められる結果、本件申告書に記載された税額等の計算が国税に関する法律の

規定に従っていなかったこと、あるいは当該計算に誤りがあったことを理由に、更正請求が認め

られるかどうかが争われている。 

５ 争点に関する当事者の主張の要旨 

(1) 原告 

ア(ア) 法人税法２３条７項で宥恕規定が設けられている趣旨は、納税者の側でいかんともし

難い理由に基づき、確定申告書に計算明細を記載することができなかったために課税上の

不利益を被る場合に、納税者の課税上の不利益を回避することに見いだし得る。同項の「や

むを得ない事情」に該当するかどうかは、徴税手続の迅速性・安定性・確実性等の利益と

納税者の被る課税上の不利益とを比較衡量した上で決定すべきであるが、同項の文言上、

やむを得ない事情につき主観的事情を排除し客観的事情に限定すべき理由はなく、納税者

に関する主観的事情も含む個別具体的な事情を考慮すべきであり、外的要因によって自己

の力だけでは到底申告の記載ができないような場合に限られると解すべきではない。 

 乙税理士は、原告に受取配当金が計上されている以上、原告が了承するかどうかを問わ

ず、受取配当等の益金不算入の規定を適用すべき責務を負っていたところ、故意又は過失

により同規定の適用をしなかったため、原告は、外的要因により同規定の適用を受けられ

なかったものであるから、本件申告には上記「やむを得ない事情」があるといえるし、こ

のような場合には、国税通則法２３条１項１号に規定する「計算に誤りがあった」ことと

同視して、更正の請求を認めるのが相当である。納税者が税理士を確定申告手続の代理人

として選任し、この税理士に会社の事情や経理の状況など確定申告に必要となる情報を逐

一報告・説明した上で、確定申告手続をすべてまかせていたにもかかわらず、当該税理士

が何らかの事情により納税者に有利な規定を適用しなかった場合においては、納税者の帰

責事由は極めて低いから、上記「やむを得ない事情」を広く解すべきである。国は、国家

資格を付与して税理士制度を運営し、個々の税理士に対しても指導監督する権限を有して

いる以上（税理士法４５条以下参照）、税理士の非違行為に基づき、納税者に不利益が生

じた場合には、広く更正の請求を認めることが納税者の利益保護の観点からも相当である。

納税者がどのような税理士を選任するかによって納税者に有利な規定の適用の有無が左

右され、納税額が変わってしまうことは、納税者にとって極めて不公平な結果をもたらす。

納税者と代理人である税理士を対外的に一体とみるべきであるとしても、税理士が行った

税務上の行為のすべてを納税者に帰属させることは相当ではない。 

 更正の請求について、計算の誤りといった軽微な瑕疵を救済する以上、本件規定そのも

のを適用しなかったというより重大な瑕疵についても、その理由のいかんによっては更正

の請求を認めることが国税通則法２３条１項、法人税法２３条７項の趣旨に合致し、正義

公平の理念にもかなう。納税者の側で規定を知らなかったことにつき帰責性が低い場合は、

やむを得ない事情に該当するというべきである。 

(イ) 国税庁は、広く国民一般に対し、租税実体法や確定申告手続の仕組みを理解させる責

務を負っているというべきところ、国税庁は、法人税の確定申告に際して「法人税申告書

の記載の手引」と題する冊子と共に書類一式を原告に送付しているが、この中に別表８は

同封されておらず、本件規定を適用すべきかどうかの判断の基礎となる資料を全く与えて

いないのであり、このことは上記「やむを得ない事情」を基礎付ける事情となる。また、
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上記冊子及びホームページの記載は、法人税法を詳細に理解している者でなければ理解で

きないようなものであり、納税者に対して十分に制度を熟知・理解させる手段が講じられ

ているとはいい難い。 

イ 最高裁平成●●年（○○）第●●号同２１年７月１０日第二小法廷判決・民集６３巻６号

１０９２頁（以下「最高裁平成２１年判決」という。）は、所得税額控除の制度について単

純な計算の誤りを救済しており、この趣旨からすれば、より原告の帰責性の低い本件の場合

にも更正請求が認められるべきである。 

 原告は、乙税理士から受取配当等の益金不算入に関する本件規定の適用を受ける余地があ

ることを告げられていれば本件規定の適用を受けたはずであり、本件規定の適用を受ける意

思があったというべきであるから、本件更正請求は、本件規定の適用を受ける範囲を追加的

に拡張する趣旨のものではない。単に確定申告書に記載がないという形式的事実をもって、

原告が本件規定の適用を受けない意思であったと評価することは妥当ではなく、記載がない

場合であっても、本件のように、納税者の個別具体的な事情を考慮した上で確定申告の時点

で本件規定の適用を受ける意思が認められる場合は、本件規定の適用を受ける範囲を追加的

に拡張するものとはいえない。 

(2) 被告 

ア(ア) 法人税法２３条６項は、本件規定の適用を受けるためには確定申告書への記載を要す

ること等、その適用条件について規定しており、益金不算入となる配当等の金額が申告後

に増加することが明らかになっても、その申告書記載額を超えて益金不算入とすることが

ない旨を定めたものである。これは、法人が自ら正確に益金不算入額を計算することを要

求しているものと解される。また、同条７項は、税務署長は、受取配当等の益金不算入額

の全部又は一部につき、同条６項の記載がない確定申告書の提出があった場合においても、

その記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載がな

かった金額につき、本件規定を適用することができる旨規定しているが、これは、同項の

記載が不備な確定申告書が提出された場合における税務署長による救済の途を開いた、い

わゆる宥恕規定である。そして、同条７項の「やむを得ない事情」に該当するかどうかは、

社会通念によって解釈すべきところ、外部的事実によって、自己だけの力では到底申告の

記載ができないような場合に初めて上記事情に当たると解され、租税に関する知識不足や

誤解などの主観的事情は、上記事情に当たらないと解される。原告の主張する法令の不知

は同項の「やむを得ない事情」には該当しない。一定事項の申告や書類の添付等を条件に

所得額、税額の減免を享受できる特例についてこれをせずに確定申告した場合に、後日そ

の特例の適用を受けることができるための判断の基礎となる「やむを得ない事情」につい

ては、当初から適正に一定事項の申告や書類の添付等をして特例を享受した納税者との間

の均衡を保つために厳格に解釈されるべきである。 

 原告は、乙税理士が原告の関知しないところで受取配当等の益金不算入規定を故意又は

過失により適用しなかったと主張するが、それは原告側の内部事情であり、原告が責めを

負うべき事情である。 

(イ) 別表８の記載手順及び各欄の記載要領は、原告が受領したとされる法人税申告書の記

載の手引きに掲載されており、また、国税庁のホームページにも掲載されているから、国

税庁が本件規定を適用すべきかどうかの判断の基礎となる情報を与えていないとはいえ
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ない。また、納税者が税法や申告手続について不明な点がある場合には、税務署への問合

せや国税庁のホームページの閲覧等によって、その解明を図る手段がある。 

イ 国税通則法２３条１項１号に基づき本件更正請求が認められるか否かは、専ら、本件更正

請求により、本件配当金につき本件規定の適用を求めることが、本件規定の適用を受ける範

囲を追加的に拡張する趣旨のものであるか否かにより判断されるべきである。原告の指摘す

る平成２１年最高裁判決における更正の請求は、所得税額控除制度の適用を受ける範囲を追

加的に拡張する趣旨のものではなく、国税通則法２３条１項１号所定の要件に該当するもの

であるのに対し、本件更正請求は、益金不算入制度の適用を受ける範囲を追加的に拡張する

趣旨のものであって、法人税法２３条６項の趣旨に明らかに反し、国税通則法２３条１項１

号の要件に当たらないから、前記最高裁判例の事案と本件は事案を異にする。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 本件規定（法人税法２３条１項１号）及び同条６項の規定に照らすと、同項は、納税者である

法人に対し本件規定の適用を受けるための要件として、本件規定の適用に必要な記載を確定申告

書に記載することを求め、確定申告書にこの記載をせず益金不算入の制度の適用を受けることを

選択しなかったものについては、後になってこれを覆し、同制度の適用を受けるものとし、適用

を受ける範囲を追加的に拡張することは許さないことを定めたものであると解され、確定申告の

際に、納税者である法人において自ら正確に益金不算入額を計算した上で、それを確定申告書に

記載することにより、本件規定の適用を受ける意思を示すことを要求するものということができ

る。他方、同条７項は、税務署長は、その記載がなかったことについてやむを得ない事情がある

と認めるときは、その記載がなかった金額につき本件規定を適用することができると定め、同条

６項の例外を認めているところ、上記のような同項の趣旨にかんがみれば、同条７項の「やむを

得ない事情」とは、納税者である法人が上記のような記載をして本件規定の適用を受ける意思を

示すことを妨げる外部的・客観的事実のため、その記載をしなかったことが当該法人の選択の結

果であるとはいえず、当該法人の責めに帰すこともできないような事情をいい、当該法人の不注

意、知識不足等の内部的・主観的な事情はこれに含まれないと解するのが相当である。このよう

な例外の範囲を拡張することは、同条６項が本件規定の適用を受ける意思を示すことを納税者に

求めた趣旨を没却するもので、適切ではない。原告は、やむを得ない事情が上記のような場合に

限られるのは相当ではなく、納税者の側で本件規定を知らなかったことにつき帰責性が低い場合

はこれに該当するというが、上記説示に照らし、採用することができない。 

２ 本件申告書には本件規定の適用に必要な記載がなかったところ（前記前提事実(3)イ(ウ)）、上

記の観点から、そのことについて「やむを得ない事情」があるといえるかどうかについて、以下

検討する。 

(1) 原告は、本件規定の適用に必要な記載を確定申告書に記載しなかった理由として、原告が

本件規定を知り得なかったほか、原告が税務代理を委任し、本件申告に係る確定申告書を作成

した乙税理士が故意又は過失により本件規定の適用に必要な記載をしなかったという。 

 しかし、代理人によって租税法上の行為がされた場合、行為者の主観的認識については代理

人を基準として決すべきであると解され（民法１０１条１項参照）、本件申告に当たり原告が

本件規定を知らなかったかどうかは代理人である乙税理士の主観的態様により判断すべきと

ころ、税理士の資格を有する乙税理士が本件規定があることを知らなかったとは通常考え難く、

また、これを知らなかったことを示す特別の事情を認めるに足りる証拠はない（むしろ、原告
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は乙税理士が故意に本件規定を適用しなかったなどとも主張しており（訴状参照）、原告自身

も、乙税理士が本件申告当時、本件規定があることを知っていたことを前提としているものと

いうべきである。）。また、この点をおき、原告自身が本件規定があることを知らなかったとし

ても、そのことは、原告の内部的・主観的な事情にすぎないといわざるを得ないから、そのこ

とをもって法人税法２３条７項の「やむを得ない事情」があるということはできない。原告は、

国税庁が本件規定を適用すべきかどうかの判断の基礎となる資料を全く与えていないなどと

いうが、そうであったとしても上記判断は左右されないというべきであるし、この点をおくと

しても、前記前提事実(6)によれば、法人税の申告に際して国税庁から各法人に送付され、原

告も受領した「法人税申告書の記載の手引」（乙８）には、本件規定の適用を受ける場合に別

表８を使用すること及び本件規定の適用に必要な記載に係る別表８の記載方法が記載されて

いることが認められ、同様に国税庁から送付される乙第１０号証にも確定申告書の作成に当た

って不明な点がある場合には税務署に問い合わせることを勧める旨記載されているのである

から、国税庁は、原告に別表８の用紙を送付していないとしても、本件規定について原告がそ

の適用を受けるかどうかを判断するために十分な情報を提供しているというべきである。原告

の上記主張が失当であることは明白である。 

 また、原告が委任した税理士が故意又は過失により本件規定の適用をしなかったとの点につ

いては、この主張を前提とすると、本件申告書に本件規定の適用に必要な記載がないことは、

原告の代理人である税理士が本件規定の適用をしないことを選択した結果であり、すなわち、

原告が本件規定の適用を選択しない意思を明示したことを意味するものに他ならないから（行

為者の主観的認識については代理人を基準として決すべきであることは既に説示したとおり

である。）、この記載がないことが原告の選択の結果であるとはいえないような外部的事実があ

るかどうかを具体的に検討するまでもなく、「やむを得ない事情」があるとはいえないことが

明白である（原告の代理人として活動した税理士に関する事情は原告側の内部的な事情にすぎ

ず、そのことに関して原告が種々主張するところはいずれも失当であるといわざるを得ない。） 

(2) その他、本件申告書に本件規定の適用に必要な記載がなかったことについて「やむを得な

い事情」があるといえるような事実は認められない。 

３ さらに、原告は、原告が依頼していた税理士が故意又は過失により本件規定の適用をしなかっ

たことは、国税通則法２３条１項１号の計算の誤りと同視すべきであるとか、国が国家資格を付

与して税理士制度を運営し、個々の税理士に対しても指導監督する権限を有している以上、税理

士の非違行為に基づき納税者に不利益が生じた場合には、その更正の請求を認めるべきであると

かいう。 

(1) しかし、法人税法２３条６項の規定に照らして、本件申告に本件規定の適用に必要な記載

がなかったことは、そのような選択をしたことを示すにとどまり、課税標準等又は税額等の計

算が国税に関する法律の規定に従っていなかったことに当たるとも、当該計算に誤りがあった

ことに当たるともいえないことは明らかである。代理人によって租税法上の行為がされた場合、

行為者の主観的認識については代理人を基準として決すべきであることは既に説示したとお

りであり、原告の主張するような事情をもって、本件申告について国税通則法２３条１項１号

に規定する計算の誤りがあったとも、これと同視すべき事情があるとも認めることはできない。

また、税理士について、いわゆる国家資格としての登録制度が採られ、財務大臣が懲戒権を有

するなど、相当程度の国の関与があるとしても、何らの法令の規定もないにもかかわらず、税
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理士の非違行為に基づき納税者に不利益が生じた場合というだけで直ちにその更正の請求を

認めることはできないというべきである（法人税法が申告納税制度を採る一方で、確定申告を

するについて税理士に代理させることを納税者に強制する趣旨の法令の規定はなく、税理士は、

申告納税制度の理念に沿って、納税義務者の信頼にこたえる存在とされ（税理士法１条参照）、

税理士が税務代理を行うについては、あくまでも「他人の求め」があることが前提とされてい

ること（同法２条１項１号参照）に照らせば、個別具体的な業務遂行の過程で起きた税理士の

非違行為によって生じた納税者の不利益については、第１次的には、納税者と税理士との間の

関係に基づき、納税者と税理士との間で処理されるべきものというべきである。）。原告の上記

主張は、いずれも失当である。 

(2) また、原告は、最高裁平成２１年判決を引用して、本件の場合にも更正請求が認められる

べきであるという。しかし、同判決は、法人税法６８条１項に定める所得税額控除の制度に関

し、同条３項の規定（同法２３条６項と類似の定めをしている。）は、納税者である法人が、

確定申告において、当該事業年度中に支払を受けた配当等に係る所得税額の全部又は一部につ

き、所得税額控除制度の適用を受けることを選択しなかった以上、後になってこれを覆し、同

制度の適用を受ける範囲を追加的に拡張する趣旨で更正の請求をすることを許さないことと

したものと解されるとした上で、納税者が、確定申告において、その所有する株式の全銘柄に

係る所得税額の全部を対象として、法令に基づき正当に計算される金額につき、所得税額控除

制度の適用を受けることを選択する意思であったことは、確定申告書の記載からも見て取れる

ところであるといった事情の下では、納税者による更正請求は、所得税額控除制度の適用を受

ける範囲を追加的に拡張する趣旨のものではないから、これが法人税法６８条３項の趣旨に反

するということはできず、納税者が確定申告において控除を受ける所得税額を過少に記載した

ため法人税額を過大に申告したことは、国税通則法２３条１項１号所定の要件に該当するとし

たものであり、原告が、本件申告に係る確定申告書に、本件規定の適用に必要な記載を一切せ

ず、本件規定の適用を受ける意思を示していたとはいえない本件の場合とは事案を異にする

（原告は、原告には本件規定の適用を受ける意思があったというが、前記の国税通則法２３条

１項１号及び最高裁平成２１年判決の趣旨によれば、当初の申告時に申告書の記載からその意

思が読み取れる場合と、その意思が全く表示されていない場合は明らかに区別され、後者の場

合に同号により本件規定の適用を前提とする更正の請求を認めるべきでないことは明らかで

ある。）。 

４ 原告のその余の主張によっても、本件申告書をもってした本件申告について国税通則法２３条

１項１号に定める要件を満たす事情があるとはいえず、その他、本件全証拠を精査しても、同要

件を満たすというべき事情は認められない。結局のところ、本件更正請求は同要件を満たすとは

いえないから、更正すべき理由がない旨を通知する本件処分は適法である。 

第４ 結論 

 よって、原告の請求は理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担について、行政事件訴

訟法７条、民訴法６１条を適用して、主文のとおり判決する。 

 

東京地方裁判所民事第２部 

裁判長裁判官 川神 裕 

   裁判官 小海 隆則 
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   裁判官 須賀 康太郎 


